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告 示

沖縄県告示第９号

家畜伝染病予防法施行細則（平成12年沖縄県規則第31号）第13条第１項の規定により、移動を禁止する家

畜等及び区域を次のとおり指定する。

令和２年１月13日

沖縄県知事 玉 城 康 裕

１ 指定する家畜等 豚及びいのしし。ただし、知事が許可するものは、この限りでない。

２ 指定する区域

⑴ 糸満市字真壁及び字新垣

⑵ 豊見城市字伊良波

⑶ 読谷村字波平

３ 禁止期間 令和２年１月13日から当分の間

30 10 12 金曜日 （号外第41号）令和２年１月13日 月曜日 （号外第４号）
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30 10 12 金曜日 （号外第41号）
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